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秘密保全法制定秘密保全法制定秘密保全法制定秘密保全法制定にににに反対反対反対反対するするするする会長声明会長声明会長声明会長声明

１ はじめに

「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」が、２０１１年８月８日に発

「 （ ）」（ 「 」 ）表した 秘密保全のための法制の在り方について 報告書 以下 報告書 という

を受けて、政府における情報保全に関する検討委員会が、国会に提出するための法案

を作成中であり、いまだ法案は発表されていないものの、早晩国会に上程されること

が予測される。

しかしこの報告書の内容は、以下に述べるように、国民主権原理から要請される知

る権利をはじめとする多くの精神的自由権などの基本的人権や憲法上の諸原理と正面

から衝突する多くの問題点を有しており、いかなる内容の秘密保全法制であっても国

民の間で議論が十分になされていない状況下で立法化を拙速に進めることは、民主主

義国家の政府の態度として極めて問題である（以下報告書の提案する秘密保全法制を

「当該秘密保全法制」という 。）

２ 秘密保全法制が必要か

報告書では、秘密保全法制の必要性の根拠として情報漏えいに関する事案の存在を

指摘し、主要な情報漏えい事件等の概要が資料として添付されているが、いずれも、

、 、現行法によって捜査が行われ 法的な対応が行われていることからも明らかなとおり

秘密として保護されるべき情報については、国家公務員法等の現行法制でも十分に対

応できるのであって、新たな法制を設ける必要性はない。当該秘密保全法制検討のき

っかけとなった尖閣諸島沖漁船衝突映像の流出も、実質秘として保護する必要性が乏

しいと言わざるを得ない。

３ 現在でも情報公開が不十分である

そもそも政府情報を知る権利は、国民主権の理念に基づき、かつ民主主義の根幹を

支える重要な人権として優越的な地位を有する基本的人権であって、秘密保全法制の

必要性を検討するにあたっても、なによりも国政の重要情報は、本来、国民に帰属す

べきであることを出発点とすべきであり、これら情報を知る権利を制限することには

極めて慎重でなければならない。ところが、我が国では、過去において政府が長年に

わたり沖縄返還密約を秘匿してきたことなど政府による情報公開が不十分な状況にあ

る。このような情報公開の状況において、政府情報を国民の目から隠すことになる秘

密保全法制を作ることは、多くの情報が時の権力者にとって都合が悪いという理由だ

けで秘匿されることになりかねず、国民主権原理に反し、民主主義の根幹を揺るがせ

る事態を生じかねない。

４ 広範な情報が秘匿される危険性

また、当該秘密保全法制では、規制の鍵となる「特別秘密」の概念が曖昧かつ秘匿

される対象となる情報の分野が極めて広範である。外交や公共の安全及び秩序の維持

に関する分野の情報も、特別秘密の対象となりうる情報とし、また、一定の要件のも

とで民間事業者や大学が保有する情報までも「特別秘密」の対象としているため、極

めて広範な情報が「特別秘密」の対象となる。

５ 許される取材活動などと処罰される行為の区別が曖昧である
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当該秘密保全法制は 「特別秘密」の漏えいや取得行為を処罰の対象としているが、、

処罰規定に 「特別秘密」というような曖昧な概念が用いられることは、処罰範囲を不、

明確かつ広範にするものであり、罪刑法定主義等の刑事法上の基本原理と矛盾抵触す

るおそれがある。

また、当該秘密保全法制では 「特定取得行為」と称する秘密探知行為を処罰対象と、

するが、いかなる行為が当該行為に該当するかについて、報告書の説明では、現行法

では、犯罪に至らない「社会通念上是認できない行為」としており、極めて曖昧であ

る。更に、漏洩行為の独立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰対象としており、そこで

の禁止行為は曖昧かつ広範であり、この点からも罪刑法定主義等の刑事法上の基本原

理と矛盾するものである。そして、単純な取材行為や取材行為の協議をすること、市

民による行政監視のための情報収集行為やそのための協議をすること、なども処罰対

象となりかねず、本来自由であるべき取材活動、報道や市民の活動に対する萎縮効果

が極めて大きく、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体、一定の場合の民間事

業者・大学に対して取材しようとするジャーナリストの取材の自由・報道の自由、市

民の知る権利や表現の自由が侵害されることとなる。

６ 国民のプライバシーが侵害されるおそれがある

更に、報告書では特別秘密の管理を徹底するためとして 「特別秘密」の取扱者とな、

り得るものを対象者とした適性評価を実施するための事前調査と評価の制度（適性評

価制度）を導入しようとしている。しかし、調査対象者には配偶者など家族が含まれ

ており、極めて広範になるとともに、調査事項も対象者のプライバシーに関わる情報

、 、 、や 運用次第では同人の私人としての活動全般にまで及ぶおそれもあり 調査方法も

第三者機関への照会まで含んでおり、調査対象者が関係していた私的な団体にまで照

会という方法で当該団体の活動内容までも調査が行われる危険性がある。その結果、

当該調査対象者のみならず、その配偶者などの家族や当該調査対象者が関係していた

団体など、広範な関係者のプライバシーが侵害される可能性があり、また、適性評価

調査を口実に思想調査などが行なわれ、思想信条の自由が侵害されることも危惧され

。 、 、る そして 調査の実施主体も情報によっては各都道府県警察本部長が含まれており

警察による個人や団体の私的な活動に対する過度の介入を招く危険性もある。さらに

このようにして収集された膨大な個人情報がどのように管理され利用されるのかも危

惧されるところである。

７ 結論

以上の理由から、当会は、当該秘密保全法の制定には反対であり、国民の間で議論

が充分に行われていない状況下で秘密保全法を立案し、国会に提出されないよう強く

求めるものである。

２０１２年(平成２４年)２月２３日
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